
別紙 
   消防法第７条に基づく建築許可等の同意の処理要領 
 原則として下図に示すところにより処理するものとする。 
 なお、受け付けた市に属さない建築物については、申請前に当該区域を管轄する消防長

又は消防署長の同意についての内諾を得るよう指導するものとする。 
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